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※地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付
要綱第７条第２項に掲げる事項を具体的に記載
した書類は「計画別紙」として別途作成。
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１ 目的・必要性
バスをはじめとする地域の公共交通は、通勤や通学、買い物といった県民の日常生活や

本県観光を支える重要な基盤だが、人口減少や自家用車の普及等により利用者数が減少す
るとともに、近年では運転士不足といった課題も顕在化し、維持が困難となっている状況。

それらの状況を踏まえて、昨年度、宮崎県地域公共交通計画を策定し、地域交通ネット
ワークを構築する上で特に重要な役割を担う地域間幹線系統については、利用促進や運行
の効率化に努めながら、地域公共交通確保維持改善事業を活用することにより、その継続
的な運行の維持・確保を図るもの。

２ 地域公共交通確保維持事業により運行を維持・確保する運行系統
系統数：２１系統（前年度比▲１系統）

３ 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額等

国庫補助申請額経常収益(見込み)経常費用(見込み)

128,544806,6541,277,083宮崎交通（19系統）

1,45633,21785,724鹿児島交通（２系統）

130,000839,871 1,362,807計

（千円）
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令和７年度計画の変更点等令和６年度計画の運行系統名

路線見直し協議※の内容を踏まえ、二路線
を統合

５ 延岡駅～青雲橋・日之影町立病院～高千穂
６ 延岡駅～日之影駅～日之影町立病院～高千穂

令和６年度計画からの主な変更内容

地域間幹線系統確保維持関係
• 複数市町村にまたがるもの(H13.3.31時点)
• 県庁所在地、広域行政圏の中心市町村等にアクセスすること（宮崎市、都城市、延岡市、
日南市、小林市、日向市、西都市、高鍋町）

• １日当たりの運行回数が３回以上であること
• １日当たりの輸送量が１５～１５０人であること
• 経常収益の見込額が経常経費の見込額を上回らないこと など

車両減価償却費関係
• 補助対象期間中に新たに取得するもの
• 主として補助対象系統の運行の用に供するもの
• バリアフリー対応車両（ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟ車両）であること など

国庫補助要件（地域公共交通確保維持事業）

※令和３年度より、地域間幹線系統に係る見直し協議を実施中。



国庫補助金
申請額

（千円）

計画実車
走行キロ運行系統名申請

番号

4,094.0178,356.6イオンタウン日向～一ヶ岡・大福良団地～レーヨン1

4,885.0123,223.2宮交シティ～高鍋駅～高鍋2

4,211.5150,085.8宮交シティ～高鍋～木城温泉館湯らら３

1,204.0131,702.8宮交シティ～光陽台４

10,705.0486,651.2延岡駅～青雲橋・日之影町立病院～高千穂５

12,815.0406,274.0宮交シティ～佐土原小前～西都６

11,987.5255,580.4宮崎～宮崎空港～鵜戸神宮～飫肥７

11,666.5404,983.7宮交シティ～国富～綾８

1,386.588,683.0宮崎～花見～赤谷９

3,498.0126,622.8宮崎～祇園台・穆佐・小山田（高岡温泉）～尾頭10

4,051.5145,988.5宮崎～正手～合又・田野運動公園11
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国庫補助金
申請額

（千円）

計画実車
走行キロ運行系統名申請

番号

4,384.5192,998.6西都城～都城駅・イオンモール～小林12

1,372.060,651.9イオン都城～妻ケ丘・イオンモール・都城駅～川原谷13

32,267.0614,756.1（特急）西都城～都城駅・高速道・宮崎空港～宮崎駅14

3,428.0170,685.2南延岡～浦城港～宮野浦15

3,527.5125,901.0イオンタウン日向～道の駅とうごう16

3,820.5165,417.6飫肥～油津～夫婦浦～幸島入口17

2,860.5114,519.4西都～佐土原駅～佐土原高校18

6,379.5203,694.1小林～市立病院～文化センター～道の駅えびの～京町19

937.0174,763.2都城～岩川～野方～県民健康プラザ～鹿屋20

519.5107,096.0志布志～稚児松～松山駅～岩川～中央通り～都城21

6
※ 運行事業者：No.１～19：宮崎交通（株） No.20、21：鹿児島交通（株）



【原則】
ある系統が補助対象（運行回数3回以上、輸送量15人以上など）であるか否かの判断は系統ごとに行う。
〈原則〉「宮崎駅～高鍋駅」、「宮交シティ～高鍋駅」を通る系統がある場合
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→ それぞれの系統ごとに、補助対象（運行回数、輸送量など）であるか否かを判断する。

〈例外１〉主系統と異なる運行区間が「１０％以内かつ１０ｋｍ以内」である場合
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→ 「宮崎駅～高鍋駅」を「宮交シティ～高鍋駅」のみなし系統とすることができる。

〈例外２〉主系統と異なる運行区間が「２０％以内かつ２０ｋｍ以内」である場合
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→ 協議会の承認があれば、「宮崎神宮～高鍋駅」を「宮交シティ～高鍋駅」のみなし系統とすることができる。
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４ 「みなし系統」の承認について

【例外】
ある系統と一部運行区間が異なる系統（経由地が異なる場合など）が存在する場合、これらの系統を１つに束ねた上で、

補助対象であるか否かの判断を行うことができる。
→ 単一系統では補助対象とならない系統も、他の系統と束ねることで補助対象となる場合がある。



■令和７年度計画で「みなし系統」の承認を要する９系統
関係する

地域分科会系統名申請
番号

宮崎、西都宮交シティ～高鍋駅～高鍋２

延岡延岡駅～青雲橋・日之影町立病院～高千穂５

宮崎、西都宮交シティ～佐土原小前～西都６

宮崎宮交シティ～国富～綾８

宮崎宮崎～花見～赤谷９

宮崎宮崎～正手～合又・田野運動公園１１

都城イオン都城～妻ケ丘・イオンモール・都城駅～川原谷１３

延岡南延岡～浦城港～宮野浦１５

小林小林～市立病院～文化センター～道の駅えびの～京町１９
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５ 定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法

■目標
別添の「生産性向上の取組」を作成し、補助対象系統ごとに令和５年度の

実績（収支率）に対して、1.0％の収支率改善を目標として設定。
※ 目標達成のための取組については、この後、各分科会より報告。

■効果
県民の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保され、また地域活性化に

つながる。

■評価手法及び測定方法
事業者からの提供データを元に、各年度において現状値に対する増減の

状況（収支改善率）を評価する。

６ 車両の取得に係る目的等
バリアフリー対応率、車両サービス水準の向上、老朽車両の置き換え

による車両故障の軽減等により、計画的な車両更新を進める。

■目標
令和９年度までにバリアフリー対応率を55％以上に引き上げる。
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■車両の取得計画の概要

車両減価償却費等
に要する国庫補助
額（千円）

補助対象車両数補助対象事業者年度

４７，０８８
３６台

７年度取得 ： ６台
取得後2年目以降：30台

宮崎交通株式会社７

４７，０８８
３6台

８年度取得 ： ６台
取得後2年目以降：30台

宮崎交通株式会社８

４７，０８３
３６台

８年度取得 ： ６台
取得後2年目以降：30台

宮崎交通株式会社９
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７ 協議会等の開催状況

本バス部会の開催にあたり、事前に以下のとおり地域分科会にて協議を実施。
※ 協議結果については、この後、各分科会から報告。
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小林地域分科会２９日５月

西都地域分科会３０日

宮崎地域分科会３１日

日南地域分科会３日６月

日向・東臼杵地域分科会４日

延岡・西臼杵地域分科会４日

都城地域分科会６日

宮崎県地域公共交通協議会（地域間幹線バス部会）２７日

※ 小林地域分科会については、別途、書面協議を実施


